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アクセス：ＪＲ本千葉駅西口前

T e l：０４３－２１６－５０５２

遺産分割協議

チェックリスト（特別代理人選任）

□ 申立先

→子の住所地又は成年被後見人の住所地の家庭裁判所

→参考サイト（裁判所・各地の裁判所）

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

□ 誰が

→親権者、成年後見人又は利害関係人

□ 特別代理人選任申立書（親権者とその子との利益相反の場合）

→参考サイト（裁判所・申立書 記入例）

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_11.html

□ 特別代理人選任申立書（被後見人と後見人の利益相反の場合）

→参考サイト（裁判所・申立書 記入例）

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_47.html

□ 未成年者又は成年被後見人の戸籍謄本

□ 親権者、成年後見人又は利害関係人の戸籍謄本

□ 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

□ 利害が衝突していることに関する資料

→遺産分割協議書案

□ 未成年者又は成年被後見人１人につき収入印紙 800 円分

□ 連絡用の郵便切手

→申立てをする家庭裁判所へ確認してください


